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平
成
24
年
10
月
1
日
、「
障
害

者
の
虐
待
防
止
、
障
害
者
の
養

護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す

る
法
律
（
通
称
「
障
害
者
虐
待

防
止
法
」
）
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

当
法
人
で
は
こ
れ
を
受
け
て
、

虐
待
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
法
人
の
虐

待
防
止
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
こ
の
「
虐
待
防
止
だ
よ
り
」

で
お
知
ら
せ
を
し
て
い
き
ま
す
。 

虐
待
防
止
の
ス
キ
ー
ム 

 
 

 

虐
待
防
止
の
ス
キ
ー
ム
は
、
次
の
3 

つ
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
①
擁
護
者

に
よ
る
も
の 

②
障
害
者
福
祉
施
設
従

事
者
等
に
よ
る
も
の 

③
使
用
者
に
よ

る
も
の 

           

虐

 

虐
待
の
種
類 

 
 

虐
待
の
種
類
は
次
の
5
つ
に
分
け 

ら
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              

虐待防止委員会だより 

安
全
や
健
康
へ
の
無
関
心

や
虐
待
行
為
の
放
置 

ネ

グ

レ

ク

ト 

身
体
へ
の
暴
行
や
拘
束 

身

体

的

虐

待 

暴
言
や
拒
絶
的
差
別
的
な
心

理
的
外
傷
を
与
え
る
言
動 

わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る

こ
と
、
さ
せ
る
こ
と 

財
産
を
不
当
に
処
分
し
た

り
、
財
産
上
の
利
益
を
得
る

こ
と 

心

理

的

虐

待 

性

的

虐

待 

経

済

的

虐

待 

は な み ず き         №1 



虐
待
防
止
体
制
図 

 

虐
待
の
未
然
の
防
止
と
発
生
時
の
対
応

を
目
的
と
し
て
虐
待
防
止
委
員
会
を
設
置

し
ま
し
た
。
主
な
役
割
は
、
①
虐
待
防
止
の

体
制
づ
く
り 

②
虐
待
の
チ
ェ
ッ
ク
と
モ

ニ
タ
リ
ン
グ 

③
虐
待
防
止
に
関
す
る
啓

発
・
広
報
活
動 

④
虐
待
110
番 

⑤
虐
待

発
生
後
の
対
応
と
総
括 

虐
待
防
止
委
員
会
の
活
動 

 

虐
待
防
止
委
員
会
は
、
現
在
ま
で
2
回

開
催
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
所
か
ら
様
々 

 

な
課
題
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

            

  
 

 

        

虐
待
防
止
委
員
会
で
は
、
今
後
も
虐
待 

防
止
に
向
け
て
、
研
修
、
広
報
活
動
に
力

を
入
れ
て
い
き
ま
す
。
皆
さ
ん
、
ご
協
力

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

（
H

25
・
5
発
行 

虐
待
防
止
委
員
会
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

虐待防止に関する理

解を深める必要があ

る 

もっと職員間でコミ

ュニケーションを図

るべき 

障害特性の理解を深

めるよう研修を充実

させたい 

職員の気づき（自己覚

知）のトレーニングも

して振り返りたい 

職員間で指摘しにく

い雰囲気はないだろ

うか 

振り返りチェックシ

ートを使っているが

マンネリ化している

のでは・・・ 

 
 
 

虐待を防ぐためには、支援員一人ひとり

の自覚や気づきが大切です。 

「虐待かもしれない」と思ったらためら

わずに連絡をしてください。 
 

 

 

障害者虐待 110 番 

０８０-３４７４-２４０９ 

利用者の人権を守るのは我々支援員です。 

○
高
槻
市
の
障
が
い
者
虐
待
に
関
す
る
相
談
・
通
報
等
に
つ
い
て
は 

高
槻
市
障
が
い
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
（
障
が
い
福
祉
課
代
表
） 

TEL 
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